
北海道小樽市（一般市）

３認定就労訓練実施状況

市内実施団体 社会福祉法人北海道宏栄社
※認定は北海道

事業概要 ○実施団体は障害者支援を実施している社会福祉法人
であり、訓練内容はクリーニングと縫製。

○支援員１名体制（他業務と兼務）。実際には他職員
も事業に協力する体制が構築されている。

○非雇用型、雇用型の両方を実施。

課題・対応 ○雇用型の利用には無料職業紹介の取扱いが必要。
（小樽市は実施済み）

その他
特記事項

○利用者については、交通費を実施団体で負担。

４事業実績（H30年度）

５事業実施のポイント ～ 一般市自ら企業開拓 ～１市の概要

認定就労訓練事業者数（市内）

１か所

２支援状況調査（H30年度）

６取り組んで良かったこと

認定就労訓練事業

人口

保護率

116,516 人

％4.05

新規相談受付件数人口１０万人当
(件）

プラン作成件数人口１０万人当(件）

18.1一月当たり

一月当たり

就労・増収率(％）

就労支援対象者数人口１０万人当
(件） 一月当たり 3.9

4.6

85.5

事業所：就労訓練から一般就労へと移行する
人もおり、人材確保の面においても
助かっている。

利用者：段階的に就労時間や日数を調整して
いけることから自分のペースで就労
訓練事業に参加することができ、
徐々に働くことへの自信を取り戻す
ことができる。

・認定権を持たない一般市であるが、就労体験先の確保を目的とした企
業訪問時に、就労訓練事業所の認定を勧めている。企業訪問時には、
委託先の就労支援担当者だけではなく、行政担当者も同行。

・認定申請に係る提出資料の作成についても、小樽市でも可能な限り助
言を行う。

・事業所の認定に当たり、北海道、小樽市及び事業所の３者で当該事業
の運営方法等について共通認識を持つ場を設けた。

・認定就労訓練事業所の周知を図るため、小樽市で発行している自立相
談支援機関の広報紙に、事業所概要等を掲載。


